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第 1 章 総則 

 

1.1 目的 

本ルールは、広域連系系統を除く電力輸送設備（ただし、配電設備を除く。以下「対象系統」と

いう。）の作業に伴う発電等制約量算定および通知運用の取扱いを定め、発電者等との公平性の確

保および作業の安全かつ合理的な実施と電力系統の安定運用を図ることを目的とする。 

 

1.2 適用範囲 

本ルールは、対象系統の作業のうち、発電又は需要計画提出者の発電等制約を伴う作業における

発電等制約量の取扱いに適用する。 

 

1.3 用語の定義 

本ルールにおける用語の定義は、電力広域的運営推進機関（以下「広域機関」という。）が定め

る業務規程、送配電等業務指針および作業停止計画調整マニュアルならびに当社が定め、公表す

る給電運用基準に準ずる他は、次のとおりとする。 

 

用 語 定 義 

対象系統 
２２０ｋＶ系統用変圧器及び１１０ｋＶ以下の電力輸送設備の

ことをいう。 
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第２章 発電等制約を伴う作業の取扱い 

 

2.1 対象系統における発電等制約を伴う作業停止計画調整の考え方 

発電等制約を伴う作業停止計画において、当社は、 

・対象系統の作業を長期固定電源の作業停止に可能な限り同調する 

・発電又は需要計画提出者に対して対象系統の作業停止計画を事前に提示（第３年度目の作業

停止計画を情報共有）し、対象系統の作業停止計画に発電設備等の作業を同調するよう促す 

ことを基本とする。また、年間計画（翌々年度分）において対象系統と発電設備等の作業停止計画

案が提出されることから、当社は作業停止計画調整マニュアル「2.5 作業停止計画の調整におけ

る考慮事項」を考慮しても対象系統の作業候補時期が複数ある場合は、需要抑制又は発電抑制の

回避を考慮し、対象系統と発電設備等の作業同調による発電等制約の最小化を考慮の上、調整す

る。 

なお、当社及び発電又は需要計画提出者は、作業停止計画について可能な限り年間計画（翌々年

度分）断面で調整し、合意できるよう努める。 

 

2.2 発電設備等の出力の増加または抑制の対象となる発電設備等の選定 

対象系統の潮流調整のために発電設備等の出力を増加または抑制する対象となる発電設備等は、

当社が行う年間計画および月間計画の各断面における最終案をもって決定する。なお、計画外停

止については事象発生後、すみやかに当社は出力の増加または抑制対象となる発電設備等の選定

を行い、決定する。 

 

2.3 発電等制約の対象となる発電設備等の範囲 

対象となる発電設備等は「作業停止する対象系統と同一電圧階級」とする。ただし、対象範囲に

制約可能な発電設備等が接続されていない場合または対象範囲に接続されている発電設備等だけ

では発電等制約量が不足する場合は、他電圧階級に接続されている発電設備等（ただし、配電系統

に接続されている発電機等を除く。）を制約対象とすることも可とする。ただし、充電制約は蓄電

池のみ制約対象とする。 

 

第３章 発電等制約量の算定および配分 

 

3.1 発電等制約量の算定 

当社は、原則、送配電等業務指針第２４４条にもとづき、かつ送配電等業務指針附則（平成 30

年 6月 29 日）第２条第１項に準じて制約の対象として選定した発電設備等（作業停止の発電設備

等も含む。）により定格容量比率按分した量を発電等制約量として算定する（発電設備等の最低出

力等は考慮しない。）。 

発電等制約量の算定に必要な需要および再エネ出力などは、過去の同時期の実績をもとに、再エ

ネの導入量や実需給断面で生じる誤差等を考慮して想定値を算出することを基本とし、再エネ等

変動電源が発電等制約対象となった場合は想定値を定格容量とみなすことを基本として容量比率

按分する。 
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3.2 発電等制約量の配分の基本的な考え方 

定格容量比率按分による具体例を別紙１「発電制約における定格容量比率按分の具体的な事例」

および別紙２「充電制約における定格容量比率按分の具体的な事例」に示す。 

 

第４章 発電等制約量の通知および調整 

 

4.1 発電等制約量の通知のあり方 

当社は、第３章（発電等制約量の算定および配分）にもとづき算定および配分した発電等制約量

および必要に応じてその根拠等（以下「発電等制約量等」という。）を、4.2（発電等制約量の通知

時期）の計画ごとの通知時期までに発電等制約対象事業者へ通知する。 

なお、当社は、同調作業が予定されており定格容量比率按分による発電等制約量の配分を実施し

ない場合においても、対象系統や発電設備等の作業停止の工程変更等（休止中発電設備等が運転

再開となる場合も同様）により発電等制約量が配分される可能性を考慮し、原則として、すべての

発電等制約対象事業者に、発電設備等の作業停止がない場合における発電等制約量を通知する。 

また、当社は、発電等制約対象事業者から発電設備等の作業停止計画等の計画変更の連絡を受け

た場合は、すみやかに発電等制約量の見直しを行い、見直し後の発電等制約量を発電等制約対象

事業者に通知する。 

 

4.2 発電等制約量の通知時期 

発電等制約量の通知時期、通知内容および通知ルートは、別紙２「発電等制約量通知時期および

連絡ルート」のとおりとする。 

 

１ 年間計画（翌々年度分） 

年間計画（翌々年度分）における発電等制約量は、9 月末までに通知することを基本とする。

ただし、作業時期の見直し等で大幅な作業調整が必要となる場合は、これによらず、調整完了後

速やかに通知することとし、作業停止の年間計画（翌々年度分）が決定する 1 月末頃までに通知

する。 

 

２ 年間計画（翌年度分） 

年間計画（翌年度分）における発電等制約量の通知時期は、前々年度において通知した発電等

制約量の変更の有無に関わらず、9 月末までに通知することを基本とする。ただし、作業時期の

見直し等で大幅な作業調整が必要となる場合は、これによらず、調整完了後すみやかに通知する

こととし、作業停止の年間計画（翌年度分）が決定する 1 月末頃までに通知する。 

 

３ 月間計画 

月間計画における発電等制約量は、年間計画からの通知断面の細分化等を考慮し、前々月の

10 日までに通知することを基本とする。その後、エリアの需給状況等に応じて発電等制約量を

見直した場合、発電等制約量が決定する月間計画（翌月分）における 20 日頃を期限として、当

社は見直し後の発電等制約量を発電等制約対象事業者に通知する。 
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4.3 発電等制約量の発電等制約対象事業者間調整 

当社は、発電等制約対象事業者から発電等制約量の調整を希望する申出があった場合、調整希望

の対象となる作業に伴い発電等制約量を通知したすべての発電等制約対象事業者（以下「対象事

業者」という。）に対し、対象事業者の連絡先の一覧を記したリストを提供し、対象事業者間で調

整した結果の報告を依頼する。なお、対象事業者間の調整においては、経済合理性にもとづき協議

することを基本に、対象事業者間の責任において合意形成に努める。 
当社は、対象事業者から発電等制約量の調整結果の報告を受けた以降、調整結果の内容を反映し

た発電等制約量を通知する。 
発電等制約量の発電等制約対象事業者間の業務フローは、別紙３「発電等制約量通知時期および

連絡ルート」図１に示す。 
 

4.4 発電等制約量の決定 

当社は、月間計画（翌月分）が決定する 20日頃に発電等制約量を決定し、発電等制約対象事業

者に通知する。ただし、作業停止する対象系統より下位の電圧階級に再エネが大量導入されてい

る系統など、作業系統によって発電等制約量の変動は異なると考えられるため、それ以降につい

ては可能な限り発電等制約量を少なくするよう、当社と発電等制約対象事業者で協議等し、必要

に応じ再通知する。 

また、当社は、計画から実需給断面までに行った発電等制約量を少なくする取組みについて、

発電等制約対象事業者に適宜説明する。 

 

4.5 発電等制約量の通知断面 

年間計画および月間計画における通知断面については、需給状況等により変動すると考えられ

るため、以下の断面を目安とするが、必要に応じて関係者と協議のうえ、見直すことができる。ま

た、作業停止する対象系統より下位の電圧階級に再エネが大量に導入されている系統など、予め

発電等制約量に変動があると見込まれる場合においては、当社は発電等制約対象事業者と協議の

うえ、必要に応じて一定の幅を持たせた発電等制約量を通知する対応を行う。 

１ 年間計画 

月ごとに平日、土曜日、日祝日の各 48点 

２ 月間計画 

日ごとに 48 点 

 

4.6 計画外作業や作業工程変更等が生じた場合の取扱い 

当社は、発電等制約量の決定以降、対象系統や発電設備等において計画外作業や月間計画の変更

（作業工程変更等）が生じ、発電等制約量が新た等に発生または変更がある場合は、発電等制約対

象事業者へすみやかに発電等制約量を通知する。 

 

第５章 緊急時の扱い 

 

5.1 緊急時の出力抑制 

当社は、人身の安全または設備保安上の理由により緊急を要する場合は、作業停止計画の調整の
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手続きを行わず、ただちに対象系統を停止することがある。これにより、出力抑制が必要となる場

合は、次のとおり対応する。また、緊急時において出力抑制を実施する場合の業務フローは、別紙

３「発電等制約量通知時期および連絡ルート」図２に示す。 

 

１ 余力活用電源がある場合は、余力活用電源の出力調整を中央給電指令所に依頼する。余力活

用電源だけでは調整量が不足する場合および余力活用電源がない場合は、即時対応可能な発

電機を保有する発電等制約対象事業者に給電指令を行い、発電設備等の出力抑制（発電設備等

の停止を含む。）を行う。 

 

２ １の実施後速やかに定格容量比率按分による発電等制約量の算定および発電等制約対象事業

者への通知を行う。 

この場合、緊急事象の解消（故障の復旧等）により発電等制約を解除できる予定の時刻また

は翌日 24時のいずれか早い時刻までの期間における発電等制約量を通知する。通知した期間

以降も発電等制約が継続する場合は、すみやかに発電等制約の解除予定日までの発電等制約

量を発電等制約対象事業者に一括して通知する。 

 

３ 緊急時における「給電指令による出力抑制」から「作業停止に伴う発電等制約」への移行タイ

ミングは、託送供給等約款上の給電指令時補給電力の適用終了と同時（定格容量比率按分によ

る発電等制約量の通知を行ったコマ※を含めて原則として３コマ分）とする。なお、対象事業

者間の協議により、発電等制約量の調整を行うことも可能とする。 

※１コマ：毎時 0 分から 30 分までの 30 分間および毎時 30 分から 60 分までの 30 分間をい

う。 

 

5.2 緊急時の出力抑制における発電等制約対象事業者への通知および説明 

当社は、発電等制約対象事業者が緊急事象発生後の対応をスムーズに進められるようにするた

め、緊急事象発生の状況、復旧見通し等の情報を、5.1（緊急時における出力抑制）２における発

電等制約量の通知に合わせて、または必要に応じて、適宜発電等制約対象事業者に通知および説

明する。 

 
5.3 緊急時の給電指令の確実な実施のための事前調整 

当社は、需要や系統状況等により、緊急時に複数の発電等制約対象事業者に対して発電等制約が

必要となると予想される系統（作業停止計画において発電設備等の作業同調を考慮しない場合に

発電等制約が発生する系統や、過去に緊急時において発電等制約が発生した系統を基本とする。）

について、あらかじめ、発電等制約が発生する時期、最大制約量等を想定できる範囲内で発電等制

約対象事業者に通知する。 

当社は、発電等制約対象事業者から「事前に緊急時の発電等制約量の調整に関する取り決めを講

ずる」との連絡を受けた場合、対象事業者へ対象事業者の連絡先の一覧を記したリストを提供し、

対象事業者間で調整した結果の報告を依頼する。 

なお、当社は、系統状況等の変更により、通知した内容に大幅な変更がある場合は、変更後の内

容を再通知する。 
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第６章 発電等制約を伴う対象系統の作業停止計画の情報共有 

当社は、発電等制約対象事業者の長期的な予見性および透明性を確保し、事業計画や発電設備等

の作業同調の検討を促進するために、第３年度目の「発電等制約が必要な対象系統の作業停止計

画案」について、発電等制約対象事業者と共有する。 

ただし、誤った予見性を与えることは発電等制約対象事業者の混乱を招く恐れがあることから、

変更の可能性はあるものの、作業実施の蓋然性の高い件名を共有することを基本とする。 

 

１ 共有件名 

発電等制約対象事業者の事業計画や発電設備等の作業時期等の検討を考慮し、以下の条件を

全て満足する件名を共有することを基本とする。 

ａ 対象系統の停止により発電等制約を伴う作業停止計画 

ｂ 第３年度目の蓋然性の高い作業停止計画 

ｃ 作業停止期間が３０日程度以上 

ｄ 以下に該当する場合は、可能な限り第４年度以降を含め共有する。 

・第３年度から第４年度に跨る件名 

・複数年計画の件名（設備改修を何か年で実施するか等） 

ただし、上記に該当しない場合でも、次のような作業について、当社の判断により可能な限り

発電等制約対象事業者と共有する。 

ｅ 30 日程度未満の蓋然性の高い件名 

ｆ 詳細時期は未定であるが、発電等制約対象事業者の事業計画等に大きな影響を与える可

能性のある老朽更新等の将来の長期作業停止件名（30日程度以上を目安） 

なお、変更の可能性がある件名を共有する場合、確定要素、未確定要素、変動要素等を明確に

して発電等制約対象事業者に合わせて説明する。 

 

２ 共有内容 

共有する内容は、作業期間、停止範囲、作業内容、発電等制約量（作業ごと最大１点）とする。 

 

３ 共有時期 

当社は、第３年度目の作業停止計画案について、１月上旬頃までに発電等制約対象事業者との

間で共有する。 

 

４ 系統連系希望者との情報共有のあり方 

当社は、接続契約締結済（連系申込承諾回答済み）の系統連系希望者を対象に、原則として、

連系開始希望日以降に計画している作業計画を共有する。 

なお、当社は、系統連系希望者から発電設備等の連系開始前の情報提供を求められた場合、必

要に応じて情報提供を行う。 
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別紙１ 発電制約における定格容量比率按分の具体的な事例 

 

１ 発電設備等の作業停止予定がない場合の扱い 

発電設備等の作業停止予定がなく、発電設備等の合計定格容量が運用容量超過となり、発電制約

がある場合は、全発電設備等に対して定格容量比率按分で発電制約量の配分を実施する。 

 

【具体例】 

図１において、Ｃ、Ｄ発電所の４台の発電設備等が定格運転すると合計出力は 20万 kWとなり、

運用容量 10 万 kW を超過するため、10万 kW の発電制約が必要。 

全発電設備等に対して定格容量比率按分で発電制約量 10 万 kW の配分を実施すると、 

  ・Ｃ発電所は 10 万 kW ×15 万 kW/20 万 kW ＝ 7.5 万 kW 

  ・Ｄ発電所は 10 万 kW × 5 万 kW/20 万 kW ＝ 2.5 万 kW 

の発電制約量となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 発電設備等の作業停止がなく定格容量比率按分で発電制約量を配分する例   

 作業停止予定 定格容量 発電制約量 

Ｃ発電所 
なし 5 万 kW 

▲7.5 万 kW なし 5 万 kW 

なし 5 万 kW 

Ｄ発電所 なし 5 万 kW ▲2.5 万 kW 

× 
停
止 

G G G G 

A変電所 

B変電所 

C発電所 D発電所 
5万kW 

Ａ
Ｂ
送
電
線 

運用容量 
10万kW 

× 

5万kW 5万kW 5万kW 
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２ 対象系統の作業停止と発電設備等の作業停止を同調する場合の扱い 

（１）発電設備等の作業停止予定により運用容量以内となる場合 

「作業停止予定」の発電設備等以外の合計定格容量が運用容量以内となり、発電制約がない場

合は、発電制約量の配分は実施しない。 

 

【具体例】 

図２において、Ｃ発電所の２台の発電設備等が「作業停止予定」であれば、残りの発電設備

等が定格運転しても発電制約がないため、発電制約量の配分は実施しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 発電設備等の作業停止のため発電制約量を配分しない例 
  

 作業停止予定 定格容量 発電制約量 

Ｃ発電所 
作業停止 5 万 kW － 
作業停止 5 万 kW － 

なし 5 万 kW － 
Ｄ発電所 なし 5 万 kW － 

× 
停
止 

G G G G 

A変電所 

B変電所 

C発電所 D発電所 
5万kW 

Ａ
Ｂ
送
電
線 

運用容量 
10万kW 

× 

5万kW 5万kW 5万kW 
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（２）発電設備等の作業停止予定を考慮しても運用容量を超過する場合 

「作業停止予定」の発電設備等以外の発電設備等の合計定格容量が運用容量超過となり、発電

制約がある場合は、「作業停止予定」の発電設備等を含む全発電設備等に対して定格容量比率按

分で発電制約量の配分を実施する。 

 

【具体例】 

図３において、Ｃ発電所の１台の発電設備等が「作業停止予定」であっても、残り３台の発

電設備等が定格運転すると合計出力は 15 万 kW となり、運用容量 10万 kW を超過する。 

このため、作業停止発電設備等を含む全発電設備等に対し、合計定格容量 20 万 kW のうち運

用容量 10万 kW を超過する 10万 kW 分について、発電制約量として定格容量比率按分で配分を

実施すると、 

  ・Ｃ発電所は 10 万 kW × 15 万 kW/20 万 kW ＝ 7.5 万 kW 

  ・Ｄ発電所は 10 万 kW ×  5 万 kW/20 万 kW ＝ 2.5 万 kW 

の発電制約量となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 作業停止発電設備等を含めて定格容量比率按分で発電制約量を配分する例 

 

３ 老朽火力など休止中発電設備等の扱い 

該当期間中において、以下の両方に該当する場合は常時停止とみなし、発電制約（定格容量比率

按分）の対象外とする。該当するかの判断に必要な情報については、必要に応じて発電者に確認す

る。 

・供給計画において休止又は長期停止 

・発電計画がゼロ 

なお、発電者から休止中発電機を運転の計画とすることの申し出があった場合、それ以降は発電

制約の対象とする。 

 

４ 新規接続発電設備等の扱い 

新規接続発電設備等の系統運用上の取り決めや問い合わせ窓口等を定める給電申合書等の締結

をもって、発電制約の対象として扱うことを基本とする。このため、当社は、新規接続希望者に対

し、必要に応じ、対象系統の作業停止計画の情報提供を行う。   

 作業停止予定 定格容量 発電制約量 

Ｃ発電所 
作業停止 5 万 kW 

▲7.5 万 kW なし 5 万 kW 

なし 5 万 kW 

Ｄ発電所 なし 5 万 kW ▲2.5 万 kW 

× 
停
止 

G G G G 

A変電所 

B変電所 

C発電所 D発電所 
5万kW 

Ａ
Ｂ
送
電
線 

運用容量 
10万kW 

× 

5万kW 5万kW 5万kW 
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５ 試運転を行う発電設備等の扱い 

試運転を行う発電設備等を定格出力とみなして発電制約（定格容量比率按分）の対象とする。調

整希望がある場合、発電制約量の調整は可能。なお、試運転予定のない日は、作業停止予定の発電

設備等と同様に扱う。 

 

６ 系統切替を伴う対象系統の作業停止の考え方 

系統切替については、原則として、切替先の系統で発電制約が発生する場合は行わない。 

 

（１）信頼度の観点から系統切替が必要な場合 

信頼度の観点から系統切替が必要な場合は、発電制約が生じる場合でも系統切替を実施するが、

切替前の作業停止系統に連系している発電設備等（切り替えられた発電設備等）を発電制約（定

格容量比率按分）の対象とする。 

 

【具体例】 

図４において、ＡＢ送電線２回線を停止する場合は、ＢＦ送電線でＦ変電所側と系統連系す

るが、ＥＦ送電線の運用容量を超過するため、発電制約が必要となる。 

この場合の発電制約対象範囲は、系統切替前の作業停止系統に連系しているＣ、Ｄ発電所の

発電設備等（切り替えられた発電設備等）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 信頼度の観点から系統切替が必要な場合の定格容量比率按分の例 

 

なお、この系統構成において、ＥＦ線１回線が故障停止し、運用容量 15万 kW となった場合

には、発電制約量が 15 万 kＷとなるが、Ｃ、Ｄ発電所を優先抑制（停止）し、残り 5 万 kW の

発電制約量をＧ、Ｈ発電所で定格容量比率按分する。 

 

  

停
止 

G G G G 

A変電所 

B変電所 

C発電所 D発電所 
5万kW 

Ａ
Ｂ
送
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E変電所 

F変電所 

Ｅ
Ｆ
送
電
線 

G G G G 

G発電所 H発電所 
5万kW 

常時切 
⇒入 

BF送電線 

運用容量 
30万kW 

× 

× 

× 

× 

5万kW 5万kW 5万kW 5万kW 5万kW 5万kW 

対象範囲 
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（２）系統切替により発電制約量の総量が減少できる場合 

系統切替により発電制約量の総量が減少できる場合は、原則として、切り替えられた発電設備

等により切替先の系統で発電制約が発生しないことを前提に系統切替を実施するが、切り替えら

れた発電設備等は発電制約の対象としない。 

 

【具体例】 

図５において、系統切替（Ｄ発電所をＢ変電所側の系統からＦ変電所側の系統に切り替える）

により発電制約量の総量が減少できる場合は、原則として、切り替えられた発電設備等により

切替先の系統で発電制約が発生しないことを前提に系統切替を実施する。 

このとき、発電制約の総量を最小化し、ＡＢ送電線の運用容量の超過防止に資するＣ発電所

の発電設備等を発電制約対象範囲とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 系統切替により発電制約量の総量が減少できる場合の定格容量比率按分の例 

 

なお、この系統構成において、ＥＦ線１回線が故障停止し、発電制約が必要となった際、Ｄ

発電所を優先抑制すると系統切替に伴う発電制約量の低減量（2.5 万 kW）以上の発電制約量と

なる場合には、Ｄ発電所をＡＢ線系統に戻し、ＡＢ線の運用容量以内となるように発電制約量

10 万 kW をＣ、Ｄ発電所で定格容量比率按分する。 

 

７ 系統切替に伴う位相調整のための発電設備等出力の増発・抑制 

原則として余力活用電源で実施することとするが、余力活用電源がない場合は、対象系統の作業

停止に伴う発電制約の対象となる発電設備等の選定と同様、系統切替に伴い調整が必要な発電設備

等を事前に選定したうえで、年間断面において系統切替に必要な発電制約量を通知し、月間断面に

おいて年間からの変更分について通知することを基本とする。ただし、系統切替の予定時刻におい

て発電設備等の調整が必要となった場合は、給電指令により対応する。 
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８ ノンファーム型接続適用電源の扱い 

発電制約対象として、ノンファーム型接続適用電源がある場合は、当該発電設備等に優先的に発

電制約量を配分する。 

 

（１）ノンファーム型接続適用電源が複数ある場合 

ノンファーム型接続適用電源が複数ある場合は、ノンファーム型接続適用電源に優先的に発電

制約量を定格容量比率按分する。 

 

【具体例】 

図６において、運用容量 8 万 kW に対し、合計定格容量が 15 万 kW のため、7 万 kW の発電制

約が必要となる。 

ノンファーム型接続適用電源であるＣ、Ｄ発電所に優先的に発電制約量を定格容量比率按分

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ ノンファーム型接続適用電源が複数ある場合の定格容量比率按分の例 

 

  

 種別 定格容量 発電制約量 

Ｃ発電所 ノンファーム型 
接続適用電源 5万kW ▲3.5万kW 

Ｄ発電所 ノンファーム型 
接続適用電源 5万kW ▲3.5万kW 

Ｅ発電所 － 5万kW － 

× 

停
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G G 

A変電所 

B変電所 

C発電所 E発電所 

5万kW 
ノンファーム型 

接続適用電源

Ａ
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線 
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5万kW 
ノンファーム型 

接続適用電源 

5万kW 

× 
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（２）ノンファーム型接続適用電源以外も発電制約が必要な場合 

ノンファーム型接続適用電源の発電制約だけでは発電制約が解消しない場合は、残りの発電

制約量を制約対象発電設備等に定格容量比率按分する。 

 

【具体例】 

図７において、運用容量 8 万 kW に対し、合計定格容量 15 万 kW のため、7万 kW の発電制約

が必要となる。 

ノンファーム型接続適用電源であるＣ発電所に優先的に発電制約量を 5万 kW 配分した後、

残りの 2万 kW をＤ、Ｅ発電所に定格容量比率按分する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ ノンファーム型接続適用電源の発電制約だけでは発電制約が 

解消しない場合の定格容量比率按分の例 

  

 種別 定格容量 発電制約量 

Ｃ発電所 ノンファーム型 
接続適用電源 5万kW ▲5万kW 

Ｄ発電所 － 5万kW ▲1万kW 

Ｅ発電所 － 5万kW ▲1万kW 
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別紙２ 充電制約における定格容量比率按分の具体的な事例 

 

１ 蓄電池の作業停止予定がない場合の扱い 

蓄電池の作業停止予定がなく、蓄電池の定格容量とその他需要の合計が運用容量超過となり、充

電制約がある場合は、全蓄電池に対して定格容量比率按分で充電制約量の配分を実施する。 

 

【具体例】 

図１において、４台の蓄電池が定格運転（充電）すると一般需要を含め合計出力は 7 万 kW と

なり、運用容量 5万 kW を超過するため、2 万 kW の充電制約が必要。 

全蓄電池に対して定格容量比率按分で充電制約量 2 万 kW の配分を実施すると、蓄電池１箇所

当たり 

  ・2 万 kW × 1 万 kW/4 万 kW ＝ 0.5 万 kW 

の充電制約量となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 蓄電池の作業停止がなく定格容量比率按分で充電制約量を配分する例   

 作業停止予定 定格容量 充電制約量 
一般需要 － 3 万 kW － 

Ｃ蓄電池 なし 1 万 kW ▲0.5 万 kW 

Ｄ蓄電池 なし 1 万 kW ▲0.5 万 kW 

Ｅ蓄電池 なし 1 万 kW ▲0.5 万 kW 

Ｆ蓄電池 なし 1 万 kW ▲0.5 万 kW 

× 
停
止 

A 変電所 

B 変電所 

C 蓄電池 D 蓄電池
1 万 kW 

Ａ
Ｂ
送
電
線 

運用容量 
5 万 kW 

× 

1 万 kW 
Ｂ 

3 万 kW 
負荷 

E 蓄電池
1 万 kW 

F 蓄電池
1 万 kW

Ｂ 

Ｂ Ｂ 



 

15 

 

２ 対象系統の作業停止と蓄電池の作業停止を同調する場合の扱い 

（１）蓄電池の作業停止予定により運用容量以内となる場合 

「作業停止予定」の蓄電池以外の蓄電池の定格容量とその他需要の合計が運用容量以内となり、

充電制約がない場合は、充電制約量の配分は実施しない。 

 

【具体例】 

図２において、Ｄ、Ｅ２台の蓄電池が「作業停止予定」であれば、残り２台の蓄電池が定格

運転（充電）しても一般需要を含め合計出力は運用容量と同じ 5 万 kW であり、充電制約がな

いため、充電制約量の配分は実施しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 蓄電池の作業停止のため充電制約量を配分しない例 
  

 作業停止予定 定格容量 充電制約量 
一般需要 － 3 万 kW － 
Ｃ蓄電池 なし 1 万 kW － 
Ｄ蓄電池 作業停止 1 万 kW － 
Ｅ蓄電池 作業停止 1 万 kW － 
Ｆ蓄電池 なし 1 万 kW － 
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（２）蓄電池の作業停止予定を考慮しても運用容量を超過する場合 

「作業停止予定」の蓄電池以外の蓄電池の定格容量とその他需要の合計が運用容量超過となり、

充電制約がある場合は、「作業停止予定」の蓄電池を含む全蓄電池に対して定格容量比率按分で

充電制約量の配分を実施する。 

 

【具体例】 

図３において、Ｄ蓄電池が「作業停止予定」であっても、残り３台の蓄電池が定格運転（充

電）すると一般需要を含め合計出力は 6万 kW となり、運用容量 5万 kW を超過する。 

このため、作業停止蓄電池を含む全蓄電池に対し、合計定格容量 7万 kW のうち運用容量 5万

kW を超過する 2 万 kW 分について、充電制約量として定格容量比率按分で配分を実施すると、

蓄電池１箇所あたり 

  ・2 万 kW × 1 万 kW/4 万 kW ＝ 0.5 万 kW 

の充電制約量となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 作業停止蓄電池を含めて定格容量比率按分で充電制約量を配分する例 

 

３ 発電設備等の扱い 

蓄電池以外の発電設備等がある作業系統において充電制約量を算出する場合、発電設備等の出力

は過去の同時期の実績を基に、実需給断面で生じる想定誤差等を考慮して算出することを基本とす

る。 

 

４ 新規接続蓄電池の扱い 

新規接続発電設備等の系統運用上の取り決めや問い合わせ窓口等を定める給電申合書等の締結

をもって、充電制約の対象として扱うことを基本とする。このため、当社は、新規接続希望者に対

し、必要に応じ、対象系統の作業停止計画の情報提供を行う。   

 作業停止予定 定格容量 充電制約量 
一般需要 － 3 万 kW － 

Ｃ蓄電池 なし 1 万 kW ▲0.5 万 kW 

Ｄ蓄電池 作業停止 1 万 kW ▲0.5 万 kW 

Ｅ蓄電池 なし 1 万 kW ▲0.5 万 kW 

Ｆ蓄電池 なし 1 万 kW ▲0.5 万 kW 

× 
停
止 

A 変電所 

B 変電所 

C 蓄電池 D 蓄電池
1 万 kW 

Ａ
Ｂ
送
電
線 

運用容量 
5 万 kW 

× 

1 万 kW 
Ｂ 

3 万 kW 
負荷 

E 蓄電池
1 万 kW 

F 蓄電池
1 万 kW

Ｂ 

Ｂ Ｂ 
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５ 系統切替を伴う対象系統の作業停止の考え方 

系統切替については、原則として、切替先の系統で充電制約が発生する場合は行わない。 

 

（１）信頼度の観点から系統切替が必要な場合 

信頼度の観点から系統切替が必要な場合は、充電制約が生じる場合でも系統切替を実施するが、

切替前の作業停止系統に連系している蓄電池（切り替えられた蓄電池）を充電制約（定格容量比

率按分）の対象とする。 

 

【具体例】 

図４において、ＡＢ送電線２回線を停止する場合は、ＢＤ送電線でＤ変電所側と系統連系す

るが、ＣＤ送電線の運用容量を超過するため、充電制約が必要となる。 

この場合の充電制約対象範囲は、系統切替前の作業停止系統に連系しているＥ、Ｆ、Ｇ蓄電

池（切り替えられた蓄電池）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 信頼度の観点から系統切替が必要な場合の定格容量比率按分の例 

 

なお、この系統構成において、ＣＤ線１回線が故障停止し、運用容量 6 万 kW となった場合

には、充電制約量が 8万 kＷとなるが、Ｅ、Ｆ、Ｇ蓄電池を優先抑制（停止）し、残り 1 万 kW

の充電制約量をＨ、Ｉ蓄電池で定格容量比率按分する。 

 

（２）系統切替により充電制約量の総量が減少できる場合 

系統切替により充電制約量の総量が減少できる場合は、原則として、切り替えられた蓄電池に

より切替先の系統で充電制約が発生しないことを前提に系統切替を実施するが、切り替えられた

蓄電池は充電制約の対象としない。 

 

【具体例】 

図５において、系統切替（Ｇ蓄電池をＢ変電所側の系統からＤ変電所側の系統に切り替える）

により充電制約量の総量が減少できる場合は、原則として、切り替えられた蓄電池により切替

先の系統で充電制約が発生しないことを前提に系統切替を実施する。 

× 
停
止 

B 変電所 

Ａ
Ｂ
送
電
線 

C 変電所 

D 変電所 

運用容量 
12 万 kW 

BF 送電線 

常時切 
⇒入 

A 変電所 

× 

Ｃ
Ｄ
送
電
線 

Ｂ 

E 蓄電池 
2 万 kW

Ｂ Ｂ 

F 蓄電池
3 万 kW

G 蓄電池 
2 万 kW 

対象範囲 

Ｂ 

H 蓄電池
3 万 kW 

Ｂ 

I 蓄電池 
1 万 kW 

3 万 kW
負荷 

X 発電機

0kW

G 

× 

× 
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このとき、充電制約の総量を最小化し、ＡＢ送電線の運用容量の超過防止に資するＥ、Ｆ蓄

電池を充電制約対象範囲とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 系統切替により充電制約量の総量が減少できる場合の定格容量比率按分の例 

 

なお、この系統構成において、ＣＤ線１回線が故障停止し、充電制約が必要となった際、Ｇ

蓄電池を優先抑制すると系統切替に伴う充電制約量の低減量（0.5 万 kW）以上の充電制約量と

なる場合には、Ｇ蓄電池をＡＢ線系統に戻し、ＡＢ線の運用容量以内となるように充電制約量

20 万 kW をＥ、Ｆ、Ｇ蓄電池で定格容量比率按分する。 

 

  

× 
停
止 

B 変電所 

Ａ
Ｂ
送
電
線 

C 変電所 

D 変電所 

運用容量 
5 万 kW 

BF 送電線 

常時切 
⇒入 

常時入 
⇒切 A 変電所 

× × 

Ｃ
Ｄ
送
電
線 

Ｂ 

E 蓄電池
1 万 kW

Ｂ Ｂ 3 万 kW
負荷 

F 蓄電池
1 万 kW

G 蓄電池
1 万 kW 

対象範囲 

Ｂ 

H 蓄電池
1 万 kW 

Ｂ 

I 蓄電池
1 万 kW 

5 万 kW
負荷 
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８ 優先的に制約量が配分される蓄電池の扱い 

充電制約対象として、Ｎ－１制御適用蓄電池、充電制限契約適用蓄電池がある場合は、当該蓄電

池に優先的に充電制約量を配分する。 

 

（１）優先制約対象蓄電池が複数ある場合 

優先制約対象蓄電池が複数ある場合は、優先制約対象蓄電池に優先的に充電制約量を定格容量

比率按分する。 

 

【具体例】 

図６において、運用容量 5 万 kW に対し、合計定格容量が 6.5 万 kW のため、1.5 万 kW の充電

制約が必要となる。 

優先制約対象蓄電池であるＥ、Ｆ蓄電池に優先的に充電制約量を定格容量比率按分する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 優先制約対象蓄電池が複数ある場合の定格容量比率按分の例 

 

  

 作業停止予定 定格容量 充電制約量 
一般需要 － 3万kW － 

Ｃ蓄電池 － 0.5万kW － 

Ｄ蓄電池 － 1万kW － 

Ｅ蓄電池 Ｎ－１制御適用 1万kW ▲0.75万kW 

Ｆ蓄電池 充電制限適用 1万kW ▲0.75万kW 

× 
停
止 

A 変電所 

B 変電所 

C 蓄電池 D 蓄電池 
0.5 万 kW

Ａ
Ｂ
送
電
線 

運用容量 
5 万 kW 

× 

1 万 kW
Ｂ 

3 万 kW 
負荷 

E 蓄電池
1 万 kW

F 蓄電池
1 万 kW

Ｂ 

Ｂ Ｂ 

(N-1 対象)(充電制限対象) 
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（２）優先制約対象蓄電池以外も充電制約が必要な場合 

優先制約対象蓄電池の充電制約だけでは充電制約が解消しない場合は、残りの充電制約量を

制約対象蓄電池に定格容量比率按分する。 

 

【具体例】 

図７において、運用容量 5 万 kW に対し、合計定格容量 7.5 万 kW のため、2.5 万 kW の充電

制約が必要となる。 

優先制約対象蓄電池であるＥ、Ｆ蓄電池に優先的に充電制約量を 2万 kW 配分した後、残り

の 0.5 万 kW をＣ、Ｄ蓄電池に定格容量比率按分する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 優先制約対象蓄電池の充電制約だけでは充電制約が 

解消しない場合の定格容量比率按分の例 

  

 作業停止予定 定格容量 充電制約量 
一般需要 － 4万kW － 

Ｃ蓄電池 － 0.5万kW ▲0.17万kW 

Ｄ蓄電池 － 1万kW ▲0.33万kW 

Ｅ蓄電池 Ｎ－１制御適用 1万kW ▲1万kW 

Ｆ蓄電池 充電制限適用 1万kW ▲1万kW 

× 
停
止 

A 変電所 

B 変電所 

C 蓄電池 D 蓄電池 
0.5 万 kW

Ａ
Ｂ
送
電
線 

運用容量 
5 万 kW 

× 

1 万 kW
Ｂ 

4 万 kW 
負荷 

E 蓄電池 
1 万 kW

F 蓄電池 
1 万 kW 

Ｂ 

Ｂ Ｂ 

(N-1 対象)(充電制限対象) 
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別紙３ 発電等制約量通知時期および連絡ルート 

 

 １ 発電等制約量の通知時期および通知内容 

   年間・月間作業停止計画時の発電等制約量の通知時期および通知内容を表１に示す。 

 

表１ 発電等制約量の通知時期および通知内容 

※１：作業時期の見直し等で大幅な作業調整が必要となる場合は、これによらず、調整完了後

速やかに通知すること 

※２：エリアの需給状況等に応じて発電等制約量を見直した場合 

  

通知する作業停止計画断面 通知時期 通知内容 

年間計画（翌々年度分） 
9月末まで※１ 

作業ごとの各月平日・土曜日・日祝日別、30分

ごとの発電等制約量 

1月末頃まで※１ 

年間計画（翌年度分） 
9月末まで※１ 

1月末頃まで※１ 

月間計画（翌々月分） 前々月10日まで 
作業ごとの日別、30分ごとの発電等制約量 

月間計画（翌月分）※２ 前月20日頃 
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２ 発電等制約量等の連絡ルート 

年間・月間作業停止計画調整における発電等制約量等の連絡ルートを図１に示す。 

 

総合制御所 発電者Ａ 発電者 B 
   

図１ 発電等制約量等の連絡ルート（１／２）   

作業停止計画の共有 

作業停止計画の確認 作業停止計画の確認 

作業停止計画の調整 

発電制約 

発電制約発電機選定 

END 

無 

有 

発電制約量算定 

発電制約量等を通知 

発電制約量の調整希望 

有の場合、当社へ連絡 

発電制約量の調整希望 

有の場合、当社へ連絡 

Ａ 

調整希望 

END 

無 

発電制約量対象発電者 

の連絡先リストを提供 

有 

電子メール 

電子メール 

END 

END 
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総合制御所 発電者Ａ 発電者 B 
   

図１ 発電等制約量等の連絡ルート（２／２） 

 

  

Ａ 

発電制約量等の調整 

※調整が不成立の場合は、 

当社から通知した 

発電制約量とする 

※対象発電者の代表がまとめて報告するか、 

対象発電者がそれぞれ個別で報告するかは、 

対象発電者間で協議のうえ定める 

調整結果の報告 調整結果の報告 

調整結果を確認 

発電制約量の決定 

決定した発電制約量 

の通知 

発電制約量確認 発電制約量確認 

END 

電子メール 

電子メール 
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３ 緊急時における発電等制約量等の連絡ルート 

緊急時における出力抑制を実施する場合の連絡ルートを図２に示す。 

総合制御所 中央給電指令所 発電者 発電契約者 
   

 

図２ 緊急時において出力抑制を実施する場合の連絡ルート 

 故障復旧・ 
発電制約解消 

給電指令等実績取りまとめ 

 

出力抑制を実施 

緊急事象(故障等)発生 

 

出力抑制を依頼 

即対応可能な発電機への 

給電指令による出力抑制 

 出力抑制の要否 

  

 設備過負荷 
等継続 

給電指令による 

出力抑制を実施 

故障復旧対応 

系統切替 等 
 

抑制解除を連絡 

発電制約解除の 

給電指令を受令 

連絡受信 

 復旧後系統の 
発電制約有無 

緊急事象発生の連絡 

発電制約発生の可能性を通知 

発電制約量の算定 

（定格容量比率按分） 

発電制約量通知書作成・通知 

故障等の状況、復旧見通し等確認 

故障等の状況、 

復旧見通し等通知（適宜） 

給電指令による 

発電制約を解除 

連絡受領 

発電制約量 

通知受領 

出力抑制実施 

発電計画変更 

連絡受領 

要 

否 

有 

無 

有 

無 

無 

有 

電話 

電子メール＆電話 

電話（メールも可） 

連絡 

YES 

NO 


